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2025 年 2 月 28 日 

－取引先の SDGs/ESG への取組みを後押し－ 

「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」の取組みについて 

西日本シティ銀行（頭取 村上 英之）は、株式会社エフティーライン（代表取締役 片山 和徳）と

「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」（以下「PIF」）の契約を締結しましたので、お知らせ

します。 

PIF とは、お客さまの企業活動が環境・社会・経済に与える影響を包括的に分析し、特定   

されたポジティブインパクト（プラスの貢献）の向上と、ネガティブインパクト（マイナスの

影響）の緩和・低減に向けて、KPI※を設定し、金融機関がモニタリングしながら KPI 達成に  

向けて支援する融資です。 

当行は、地域金融機関として、SDGs/ESG に取組む企業を支援することで、持続可能な社会

の実現に貢献してまいります。 

※ KPI とは、Key Performance Indicator の略で目標を達成する上で、その達成度合いを計測・モニタリング

するための定量的な指標のことです。 

記 

１．PIF の契約内容 

２．設定した KPI（詳細は別紙「評価書」をご参照ください） 

社会面の KPI 

 2029 年までに、年次有給休暇の社員平均取得日数を 8 日/年まで、2034 年

までに 10 日/年まで増加させる。（2025 年 1 月時点における各社員の  

基準日から直近 1 年間の実績：6.4 日/年） 

 事業活動における重大な労働災害発生件数 0 件を継続する。（2020 年

～2024 年までの 5 年間の重大な労災件数：0 件） 

 2034 年まで G マーク事業所の認定を今後も継続して維持する。 

 2034 年まで「働きやすい職場認証制度」二つ星の認証を継続する。 

 下記のスケジュールにて健康経営優良法人認定に必要な取り組みを 

進め、2029 年度までに「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」   

の認定を取得する。 

▸2028 年度まで 健康経営の具体的な推進計画策定 

▸2029 年度     健康経営優良法人認定 

 けん引免許取得者数を 2029 年までに 65 名以上とし、以降は同水準を

維持する。（2025 年 1 月現在：58 名） 

 社員数を 2029 年までに 10 名以上増員して全社員数 187 名以上とし、

以降は全社員数 187 名以上を維持する。 

 女性管理職者数を 2029 年までに 3 名以上に増加させ、管理職に占める  

女性社員の比率を 20％以上とする。以降は女性管理職者数 3 名以上、

管理職に占める女性社員の比率を 20％以上を維持する。（2025 年 1 月

時点：0 名） 

契 約 日 2025 年 2 月 28 日 

融 資 額 100 百万円 

期 間 10 年 

資 金 使 途 設備資金 
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社会面の KPI 

 内勤含む女性社員数を 2029 年までに 8 名以上増員し、計 22 名以上を

達成し、以降は女性社員数 22 名以上を維持する。（2025 年 1 月時点：

14 名） 

 女性ドライバー社員を 2029 年までに 7 名以上増員し、計 15 名以上を

達成し、以降は女性ドライバー社員計 15 名以上を維持する。（2025 年

1 月時点：8 名） 

 65 歳以上の社員数を 2029 年までに 15 名以上にし、以降は同水準以上

を維持する。（2025 年 1 月時点：9 名） 

 障がい者雇用者数を 2029 年までに 5 名以上、2034 年までに７名以上

に増加させる。（2025 年 1 月時点：3 名） 

 2034 年まで、賞与を除く平均年間賃金の運送業平均比＋20％以上を  

維持する（2023 年実績：運送業平均比＋22.5％） 

経済面の KPI 

 被牽引車を除く車両総数のうち、トラクタ（牽引車）の占める比率を

2029 年までに 20％、2034 年までに 23％にする。（2025 年１月実績：    

被牽引車を除く車両総数 154 台、うちトラクタ（牽引車）26 台で、      

トラクタ（牽引車）の比率は 16.8％） 

 2029 年までに倉庫業への参入を果たす。 

 2026 年までにデジタコによる実車率の集計運用体制を確立する。 

（現状は未集計） 

 2029 年までに実車率 70%を達成し、以降 2034 年までは実車率 70%を 

維持する。 

環境面の KPI 

 低燃費・低公害車両の導入比率について、2024 年 12 月末現在の 85％

から、新車への切り替えを行うことで、2029 年度までに 90％、2034

年度までに 95％とする。 

 2027 年度までにグリーン経営認証を取得する。 

 2034 年度までに事業所内の LED 化 100％を達成する。 

 2034 年度までに電動フォークリフト導入率 100％を達成する。（2024

年度実績：導入率 25％） 

 重量物の輸送に使用する車両を除いた近距離輸送用の車両について 

再生タイヤを導入し、2029 年に長距離輸送を合わせた全車両に占める

導入比率を 10％以上達成する。 

（注）当行は KPI のモニタリングを通じ、KPI 達成にむけて各種支援を行います。 

３．企業の概要 

会 社 名 株式会社エフティーライン 

所 在 地 福岡県みやま市高田町江浦町 107 番地 1 

設 立 1994 年 8 月 

業 種 運送業 

特 長 

 当社は雑貨輸送やパレット輸送、コンテナ輸送など総合的物流サービスを

提供する企業で、営業エリアは関西・福岡を起点に九州全域をカバーして 

います。 

 また、当社には熟練ドライバーが多数在籍しており、できる限りお客さまの  

ニーズにお応えできるよう、トラックにはウイング※1、パワーゲート※2、   

ローラーコンベア※3、ジョルダー※4、冷凍機等の車両装備を取り揃えております。 

  ※1 ウイングとは、トラックの荷台部分の側面が、鳥の羽のように跳ね上がる機構のこと。 

※2 パワーゲートとは、トラックの荷台部分の後部に取り付けられた、積み降ろし作業を省力化する装置のこと。 

※3  ローラーコンベアとは、荷台に設置した複数のローラを回転させることで荷物を搬送する装置のこと。 

※4  ジョルダーとは、トラックの床板にレールを設置してパレットをテコで移動させる機器のこと。 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 

法人ソリューション部 山口・鈴木 TEL 092-476-2741 
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第三者意見書 
2025 年 2 月 28 日 

株式会社 日本格付研究所 
 

 

 

評価対象： 
株式会社エフティーラインに対するポジティブ・インパクト・ファイナンス 

貸付人：株式会社西日本シティ銀行 

評価者：公益財団法人九州経済調査協会 

第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR） 

 
 
 

結論： 
本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定した「ポジティブ・イ
ンパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・
フレームワーク」に適合している。 
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置さ
れたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトフ
ァイナンスの基本的考え方」と整合的である。 
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I. JCR の確認事項と留意点 
JCR は、株式会社西日本シティ銀行（「西日本シティ銀行」）が株式会社エフティーライ

ン（「エフティーライン」）に対して実施する中小企業向けのポジティブ・インパクト・ファ

イナンス（PIF）について、公益財団法人九州経済調査協会（「九州経済調査協会」）による

分析・評価を参照し、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した「ポジテ

ィブ・インパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・

フレームワーク」（モデル・フレームワーク）に適合していること、環境省の ESG 金融ハイ

レベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置されたポジティブインパクトファイナン

スタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」と整合的であるこ

とを確認した。 
PIF とは、持続可能な開発目標（SDGs）の目標達成に向けた企業活動を、金融機関等が

審査・評価することを通じて促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとし

て、当該企業活動が与えるポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モ

ニタリングする運営のことをいう。 
ポジティブ・インパクト金融原則は、4 つの原則からなる。すなわち、第 1 原則は、SDGs

に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できること、なお

かつネガティブな影響を特定し対処していること、第 2 原則は、PIF 実施に際し、十分なプ

ロセス、手法、評価ツールを含む評価フレームワークを作成すること、第 3 原則は、ポジテ

ィブ・インパクトを測るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・

インパクトについての透明性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第

三者によって評価されていることである。 
UNEP FI は、ポジティブ・インパクト・ファイナンス・イニシアティブ（PIF イニシア

ティブ）を組成し、PIF 推進のためのモデル・フレームワーク、インパクト・レーダー、イ

ンパクト分析ツールを開発した。西日本シティ銀行は、中小企業向けの PIF の実施体制整

備に際し、九州経済調査協会と共同でこれらのツールを参照した分析・評価方法とツールを

開発している。ただし、PIF イニシアティブが作成したインパクト分析ツールのいくつかの

ステップは、国内外で大きなマーケットシェアを有し、インパクトが相対的に大きい大企業

を想定した分析・評価項目として設定されている。JCR は、PIF イニシアティブ事務局と

協議しながら、中小企業の包括分析・評価においては省略すべき事項を特定し、西日本シテ

ィ銀行及び九州経済調査協会にそれを提示している。なお、西日本シティ銀行は、本ファイ

ナンス実施に際し、中小企業の定義を、ポジティブ・インパクト金融原則等で参照している

IFC（国際金融公社）の定義に加え、中小企業基本法の定義する中小企業、会社法の定義す

る大会社以外の企業としている。 
JCR は、中小企業のインパクト評価に際しては、以下の特性を考慮したうえでポジティ
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ブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークとの適合性を確認した。 
① SDGs の三要素のうちの経済、ポジティブ・インパクト金融原則で参照するインパク

トエリア/トピックにおける社会経済に関連するインパクトの観点からポジティブな

成果が期待できる事業主体である。ソーシャルボンドのプロジェクト分類では、雇用

創出や雇用の維持を目的とした中小企業向けファイナンスそのものが社会的便益を

有すると定義されている。 
② 日本における企業数では全体の約 99.7％を占めるにもかかわらず、付加価値額では

約 56.0％にとどまることからもわかるとおり、個別の中小企業のインパクトの発現

の仕方や影響度は、その事業規模に従い、大企業ほど大きくはない。1 
③ サステナビリティ実施体制や開示の度合いも、上場企業ほどの開示義務を有してい

ないことなどから、大企業に比して未整備である。 
 

II. ポジティブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークへの適合に係

る意見 
ポジティブ・インパクト金融原則 1 定義 
SDGs に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるこ

と、なおかつネガティブな影響を特定し対処していること。 
SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている

諸問題に直接対応している。 

西日本シティ銀行及び九州経済調査協会は、本ファイナンスを通じ、エフティーラインの

持ちうるインパクトを、UNEP FI の定めるインパクトエリア/トピック及び SDGs の 169
ターゲットについて包括的な分析を行った。 
この結果、エフティーラインがポジティブな成果を発現するインパクトエリア/トピック

を有し、ネガティブな影響を特定しその低減に努めていることを確認している。 
SDGs に対する貢献内容も明らかとなっている。 
 

ポジティブ・インパクト金融原則 2 フレームワーク 
PIF を実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

JCR は、西日本シティ銀行が PIF を実施するために適切な実施体制とプロセス、評価方

 
1 令和 3 年経済センサス-活動調査。中小企業の区分は、中小企業基本法及び中小企業関連法令において

中小企業または小規模企業として扱われる企業の定義を参考に算出。業種によって異なり、製造業の場合

は資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下、サービス業の場合は資本金 5,000 万円以下または従業員

100 人以下などとなっている。小規模事業者は製造業の場合、従業員 20 人以下の企業をさす。 
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法及び評価ツールを確立したことを確認した。 
(1) 西日本シティ銀行は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。 

(出所：西日本シティ銀行提供資料) 
 
(2) 実施プロセスについて、西日本シティ銀行では社内規程を整備している。 

 
(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、西日本シティ銀行からの委託を

受けて、九州経済調査協会が分析方法及び分析ツールを、UNEP FI が定めた PIF モ

デル・フレームワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。 
 

ポジティブ・インパクト金融原則 3 透明性 
PIF を提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。 
・本 PIF を通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト 
・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス 
・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング 

ポジティブ・インパクト金融原則 3 で求められる情報は、全て九州経済調査協会が作成

した評価書を通して西日本シティ銀行及び一般に開示される予定であることを確認した。 
 

ポジティブ・インパクト金融原則 4 評価 
事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF は、実現するインパクトに基づいて内部の

専門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。 

本ファイナンスでは、九州経済調査協会が、JCR の協力を得て、インパクトの包括分析、

借入人

株式会社
西日本シティ銀行
（PIF契約締結、

融資実行）

公益財団法人
九州経済調査協会

（評価実施）

株式会社
日本格付研究所

PIF申込

PIF評価書、第三者
意見書の提供

PIF実行

モニタリング
KPI達成支援

包括分析
KPI協議

包括分析結果、
KPI協議

第三者意見書
申込

第三者意見書
提出
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特定、評価を行った。JCR は、本ファイナンスにおけるポジティブ・ネガティブ両側面の

インパクトが適切に特定され、評価されていることを第三者として確認した。 
 

III. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見 
インパクトファイナンスの基本的考え方は、インパクトファイナンスを ESG 金融の発展

形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資金を

巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のため、国

内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照しなが

ら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る原則・

ガイドライン・規制等ではないため、JCR は本基本的考え方に対する適合性の確認は行わ

ない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG 金融ハ

イレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本的考え

方に整合的であるか否かを確認することとした。 
本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして

定義されている。本ファイナンスは、以下の 4 要素と基本的には整合している。ただし、要

素③について、モニタリング結果は基本的には借入人であるエフティーラインから貸付人

である西日本シティ銀行及び評価者である九州経済調査協会に対して開示がなされること

とし、可能な範囲で対外公表も検討していくこととしている。 

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイ

ンパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面におい

てポジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの 
要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 
要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 
要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リタ

ーンを確保しようとするもの 

また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された評

価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクトを包

括的に把握するものと整合的である。 
 

IV. 結論 
以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジテ

ィブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークに適合している。 
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置された

ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンス
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の基本的考え方」と整合的である。 
 
（第三者意見責任者） 
株式会社日本格付研究所 
サステナブル・ファイナンス評価部長 
 

 
                   
梶原 敦子 
 
 

 

担当主任アナリスト 
 

 
                    
梶原 敦子 

担当アナリスト 
 

 
                     
稲村 友彦 
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